立地ニーズの掘り起しに向けた全国調査業務委託仕様書
	注１　この仕様書は、企画提案書作成用である。

注２　企画提案競技後、埼玉県は、業務委託先候補事業者と仕様について協議を行う。協議が整った場合は、仕様書を修正の上、業務委託契約を締結する。


１　委託業務名

　　立地ニーズの掘り起しに向けた全国調査業務委託
２　委託期間

　　契約日から令和９年３月１５日（月）まで

３　委託業務の目的
　　税収や雇用の確保を図り、県経済の持続的な発展を実現するためには、重点分野をはじめとした経済効果が大きい企業を誘致し、立地企業が本県で持続的に操業・発展できるよう支援を行うことが重要である。県では平成１７年から企業誘致に本格的に取り組んでおり、令和７年４月に策定した「埼玉県企業誘致戦略」では、「工場、研究所、本社・支社、流通加工施設など」を誘致対象としている。また、輸送用機械器具製造業や食料品製造業などの経済効果が大きく、県内への立地優位性が高い産業分野を「重点的誘致対象分野」に設定し、企業誘致に取り組んでいる。
　　これまで、本県の立地企業は主に関東圏内からの立地であった。一方、県経済の持続的発展のためには、全国に所在する企業の本県への立地ニーズを掘り起し、県内への一層の企業誘致を推進することが重要である。
　　そこで、精度の高いアンケート等の調査により、全国主要都市を中心とした県外企業の立地ニーズを適切に把握し、その結果を活用して県内への立地に向けてニーズ企業に対するマッチングを丁寧に行うなど、企業立地に結びつける実効性のある取組を行うため、本事業を実施するものである。
４　業務内容
（１）概要
全国主要都市の企業を対象として、本県への立地ニーズなどを把握するためのアンケート調査等を実施し、その上で重点的誘致対象分野に該当するなどの有望な企業を本県への立地に結びつけるため、本業務を行うものとする。なお、（２）アンケート調査の実施から（５）報告書の作成までの業務全体のスケジュールについて、県との協議により策定し、業務を実施すること。
（２）アンケート調査について
アンケートの実施については、全国主要都市に所在する、主に製造業や物流業（流通加工施設）を対象とし、一定の規模を有する企業10,000社に対して行う。このうち750社の回収を目標とする。また、アンケート送付や回答の方法、未回答企業への督促等の具体的な実施手法は事業者の提案によることとするが、事業者の有するネットワークを活用する等、信頼性が高く、効果的な手法によること。なお、事業者が実施するアンケート調査に関する費用（郵送料、通信料、企業データ情報料等）については、委託料に含むものとする。
（３）調査結果のリスト化
アンケート結果については、回答企業の業種や立地ニーズに関する熟度等に基づいて分類し、リスト化を行うこととする。リスト化の詳細については県との協議による。なお、本リストは、他の事業者に委託して県が行うイベント等の集客にも利用する予定である。
（７（６）のとおり、「本委託業務の実施に伴って生じた一切の成果に対する権利は、埼玉県に帰属する」ものとする。）

（４）訪問調査について
アンケートに回答があった企業（リスト企業）のうち、本県への立地ニーズが高いと認められる企業に対して訪問等（以下、「訪問調査」とする。）を行い、具体的なニーズに関するヒアリングや本県の企業誘致施策の案内を実施すること。なお、訪問調査については、県からは実施件数や目標数値の設定は行わず、実施方法等については事業者の提案による。また、事業者が実施する訪問調査にかかる費用（人件費、交通費、会議費用等）は委託料に含むものとする（県職員が訪問する際の費用については、県の負担とする）。
（５）報告書の作成

　　（１）から（４）の調査結果の集計及び分析などを行った上で、埼玉県と協議しながら、（ア）本県への企業の立地ニーズの把握、（イ）企業誘致における直接的アプローチ（訪問調査）の有効性、（ウ）本県の企業誘致に係る拠点の設置（企業誘致ナビゲーターの配置）に適切な都市の選定、（エ）立地を検討している企業が望んでいる県の支援策、などをまとめた報告書（最終報告書）を令和９年３月１５日までに提出する。
　　　アンケート調査（個票等）及び訪問調査の結果については随時（月１回程度）報告を行うこと。また、県との協議に基づき、県の指示する事項に係る資料（９月末を目途に中間報告）を提出すること。
　　　
５　調査票や報告書などの仕様、納入場所、提出部数
（１）調査方法の仕様
　　アンケート調査の対象となる地域や企業（規模、業種）等の選定については、県が誘致対象としている企業に対し効果的に調査が実施できるよう、事業者が有する客観的データにより提案を行うこととする。なお、業務の実施に際しては、県が保有する立地企業データ及びニーズ企業データについて、県との協議により事業者に提供を行う。
　　アンケート調査票の設計については、県との協議による。
（２）訪問調査の仕様
　　アンケート調査及びリスト化により本県への立地ニーズ等が確認された企業に対し、立地ニーズ等の優先順位の高い企業から適宜訪問調査を行うこととする。４（４）のとおり、訪問件数等は事業者の提案による。また、訪問調査の際に使用する資料については、原則として県が提供する資料を用いることとし、実施についての詳細は県との協議による。なお、県から提供する資料が電子データである場合は、印刷にかかる費用は事業者の負担とする。
　　また、訪問調査に際しては、事業者からの依頼により、必要に応じ県職員も同行するものとする。

（３）報告書などの仕様
ア　報告書はＡ４縦型、横書きとする。
イ　報告書の元となったデータを電子媒体に収録する。
ウ　中間報告書の形式、提出方法については県と協議の上決定する。また、４（２）のアンケート調査（個票等）、４（３）の調査結果リスト及び４（４）の訪問調査の報告方法については、県との協議による。
（４）納入場所　埼玉県産業労働部企業立地課
（５）提出部数　報告書５部、電子媒体等
６　支払方法
一括払い。検査合格後、契約書の定めに従い、支払うこととする。

７　その他
（１）本委託業務の遂行にあたっては、関連する法令などを順守しなければならない。
（２）本委託業務の遂行により知り得た個人及び法人などの情報を他に漏らしてはならない。契約期間終了後も同様とする。
（３）本委託業務の処理に関して事故が発生したときは、速やかに、その状況を県に報告しなければならない。
（４）本委託業務の全てを第三者に委託してはならない。
（５）契約に係る費用は、受託者の負担とする。
（６）本委託業務の実施に伴って生じた一切の成果に対する権利は、埼玉県に帰属する。
（７）本委託業務の実施に当たっては、埼玉県と十分に連絡を取り実施すること。なお、この仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。
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